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新発田市税条例（専決） 総務 可決 22 0 ○ 欠

新発田市都市計画税条例（専決） 総務 可決 22 0 ○ 欠

新発田市国民健康保険税条例（専決） 社会文教 可決 19 3 ○ 欠

契約の締結について（新発田市立本丸中学校長寿命化改良工事（北棟　建築）） 総務 可決 22 0 ○ 欠

財産の取得について（小中学校１人１台タブレット端末購入） 社会文教 可決 22 0 ○ 欠

※１　「総務」　　：総務常任委員会

　　　「社会文教」：社会文教常任委員会

　　　「経済建設」：経済建設常任委員会 ※４　「○」：「賛成」したもの

　　　「分割付託」：各常任委員会に分割して付託されたもの 　　　「×」：「賛成以外」のもの

　　　ただし、審査した委員会がない案件は本会議で即決 　　　「欠」：本会議に欠席したため、表決に参加していないもの

※２　「可決」：全員賛成または賛成多数により可決、推薦、承認、採択等と議決したもの

　　　「否決」：賛成少数または賛成なしにより否決、不採択等と議決したもの

令和8年新発田市議会4月臨時会 議決結果

※３ ※４

条例の一部改正

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ × ○ ○ ○ ○

その他

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※３　議長は地方自治法第１１６条により表決には参加しないため、表決に参加する全議員数は２３人です。
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